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愛知県被災者支援センター

JCN広島 2012.１２.11 
愛知県被災者支援センター  

センター長補佐   向井   忍

     11月12日              3月29日 
岩手県     43世帯     78人       49   85 
宮城県   122世帯    234人    124 243 
福島県   316世帯    801人    317 804 
その他     55世帯    128人      52 117 
合計      536世帯   1241人   542   1249 

茨木・栃木・東京・千葉・神奈川・埼玉・青森

愛知県被災者支援センター２０１２年の重点 

市町村
登録世帯

未登録世帯

③定期便情報②交流会 ④生活物資①支援制度

パーソナルサポート支援チーム
愛知県被災者支援センター

市民、企業

国 被災元自治体

支援団体

NPO（４）

県社協

生協

愛知県

＋見守り（年2回）主体的な場 編集委員会被害者の会

地元のつながり

広域避難者支援

2。被災状況に応じた、一人ひとりの支援 
       
（1）愛知県受入被災者登録制度ー生活物資のお届けで全世帯を知る 
 当事者：（手上げ方式）どこまでも自己責任 
 行政   ：登録時の情報ー被災の個別的事実はわからないー声がなければ平穏？       
 支援者：どこに誰がどのようになにを、がわからない 

（2）一人ひとりの立場にたつ   ー支援の側のすきまを埋めつづける 
 ・「自己紹介をして終わる交流会」から当事者による交流の場 
 ・「災害当事者」と「支援（者）メニュー」とのギャップ 
 ・交流会に参加した人は３割。できない理由と事情。「私は参加対象でない」という思い 
 ・もう「被災者」と呼ばれたくない。支援者の前では話せない。 

（3）自身の限界を自覚した補完的協働 ー 新しい主体を見守る 
 それぞれの行動原理と判断基準 
  行政（公平性） 
  社協（対象） 
  NPO（専門性とミッション） 
  協同組合（組合員組織） 
 企業・大学（調査研究志向）・ボランティア・地縁組織・近隣 
 専門家の役割（関われる場面・役割の仲介・対象者への紹介） 

3。市町村エリア毎の継続的な支援につなぐ
（１）海部県事務所管内の事例 
  （７市町村・７社協・コープあいち・支援センターによる相談会を定例化）  
 津島市ー第１回交流会会場 
    ー津島神社の天王祭・宵祭り桟敷席25席招待 
    ー津島市に避難するいわき市の3世帯の交流会を企画 
 愛西市ー第２回交流会会場ー15部局・社協を含む「生活支援会議」を当初より設置 
 弥富市ー第３回交流会会場ー金魚組合による金魚すくいー歴史講話 
 あま市ー第４回交流会会場ー七宝焼体験・甚目寺観音の案内 
 蟹江町ー第５回交流会の開催を相談中ー温泉施設も候補に 
 大治町 
 飛島村ー村より世帯分のお米（5トン）提供。さつまいも堀り交流会を村内で。 

◉最近の受け入れ世帯数と人数（海部・津島管内で１６世帯３４名）7月31日 
   世帯   人数          岩手・   宮城・ 福島・ その他  
 津島市（4)    （11）           1（1） 3（10） 
 愛西市（4）  （10）              2（6） 1（ 2）  1（2）茨城県・神奈川県 
 弥富市（2）  （  5）               1（ 3 ）1（2） 
 あま市（2)    （  2）  1（1）          1（1）茨城県  
 蟹江町（2)    （  3）                        1（ 1）  1（2）  
 大治町（2）  （  3）                  2（3） 
 飛島村（0）  （  0）                                                   
 小計 （ 16） （ 34）   0・ 4（6）9（23）3（5）      
       全体    537   /1252       46//81     120/236   315/804   56/131



津島市  いわき市からの避難者、情報交換会 

平成２３年３月１１日の東日本大震災により当津島市へ避難された方
が５世帯みえますが避難者どうしの交流がほとんどできていない状況
でした。 
その５世帯のうち今回は福島県のいわき市からの避難者３世帯にはた
らきかけ実施することになり、当日は（略）弁護士、司法書士、臨床
心理士、また避難者の地元福島県名古屋事務所より職員の方及びコー
プあいちに参加していただきました。 
津島市からは福祉課及び社会福祉協議会の職員が参加いたしました。 
３世帯方々はお子さん同伴で参加していただきましたので子供たちの
ために、社会福祉協議会より「おもちゃ図書館」等を開設していただ
き、子供たちどうしで交流を深めてもらいました。 

情報交換会に参加された３世帯は、どちらかの両親が津島市及び近郊
に実家がある方ばかりでしたので、自分達は「避難者ではないのでは
ないか？」との疑問があり、色々の支援に対しては消極的になってい
たとの話がありました。 
交換会を進めることによりそのような疑問もだんだん解消されていく
ことがわかり、主催者としても交換会を開催して非常に良かったと思
いました。 

　今後については避難者方と連携をはかりながら、少しでも津島市と
して協力できることがあれば、実施していきたいと考えております。

４．当事者のつながりへの応援 

（１）いっしょにやりますのつどい。当事者も支援者も。 
  「自主避難・中通り・母子の会をつくりたい」 
  →自主避難の困りごとを支援者交えてワークショップ（豊橋市で） 
  →生活面・経済面・権利面以上に、精神面の負担が突出し、共通 
  →愛知県全域の方々に呼びかけ名古屋市で再現（話し合いは失敗） 
  →もう一度、地域別の開催に修正（岡崎市・一宮市・瀬戸市） 

 （２）一通の手紙（2011年11月末）から 
  →電話・訪問・思いを聴く 
  →「参加できない思いの共通する方で集まれる場に」 
  →「ゆるりっと会」第1回・第2回・第3回 

  →「気持ちを手紙に」呼びかけ冊子に。7000冊 
  →26通の返信。高齢者・地震と津波の被災者はお礼の訪問 

  →第２回で、ADRの説明（相談した体験を紹介して） 
  →第３回で、原発事故被害者の会（仮称）の呼びかけ・準備会開催 

（３）おいでんプロジェクト、放射能から子どもを守るネットワーク

5.パーソナルサポート支援からの政策提言

「子ども被災者支援法の具体化のための提言」 

 弁護士会  （損害賠償制度の説明会、交流会に参加） 
 法テラス  （損害賠償制度の説明会・交流会に参加） 
 弁護団  （損害賠償制度の説明会、ADR、交流会に参加、訪問も） 
 司法書士会 （交流会に参加、市民向け公開講座） 
 臨床心理士会 （交流会の託児、交流会に参加、支援者学習会） 
 医療生協  （医療健康）（医師含む学習会）（内部被曝学習会と相談会） 
 社会学研究室 （被災者アンケート、分析と課題抽出、ヒアリング） 
 総務省中部管区行政相談室（交流会に参加、市の相談担当者、アンケート） 
 愛知県社協 （市町村社協との連携、地域の見守り体制） 
 大学生協 
 コープあいち （生活物資お届け、交流会に参加、相談窓口等） 
 大学研究員 （いっしょにやりますのつどい担当） 
 NPO RSY  （防災、生活物資、JCN、市民会議など） 
 愛知県PT  （ 

 素案準備しこれらの知見もとにパーソナルサポート支援チーム会議として提出 

６．長期化する日常支援力につなげていく 
（1）パーソナルサポート支援チーム構想の出発点 

          ー生活の個別性（多様な全体）を支える社会的な連携を確立する 
          ー大災害下での市民的関心を背景に、孤立した個人を支える社会体験を積む 

 参考：2012年愛知県健康福祉部とコープあいちの「地域支え合いモデル事業」 
   （地域・医療・大学の生協、農協） 
   （市町村、社協、地域包括支援センター） 
   （NPO、社会福祉法人、株式会社、ボランティア）   
   （自治会、民生委員） 

（2）機会を活かし、関係者が同じ事実を共有する場面を積み上げる 

       お米をお届けする高齢・独居世帯訪問チーム 
        （50歳以上、単身）36世帯を、支援センター、市町村担当者、社協担当者で 
            以上
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